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 地区防災計画の方  

 

   

 本大 災 、災害被害を にするため 及び にお る

の 要 が 認 されている。災害の発災 は、 通 の 、 災の

発などに 防災機 （市 防 ）は に対応 きない可 が る。

た の地 は、 た る とい とを基本に、地 な 合いなが

災害に い地区（ ） を める。 

 地区防災計画は地 の に応 て、大地 や 水害など な災害の

を しなが 、地 にお る防災 を めるため策定するもの る。 

 

２ 地区防災計画の  

 地区防災計画は、 、 防計画、応急対策（地 水害）及び 料

する。 

   

〈 〉
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 計画の  

の計画は、 検討を 、必要が るときは れを する。 た、 な

を きる 、計画の検討 には、 、避難行動要支援者、支援 、

地 等の参画を する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の （ し）基本方  

計画内 に を については、 地区防災計画検討 員 協

議し する。 

計画内 に のない （ 、 や法 等の 用 文）について

は、 員長等の を て し、 地区防災計画検討 員 す

る。 

 

 

● 計画策定のひとコマ

黄色いタオルは無事の印。

班長が確認して回ります。

黄色いタオルの表示率は83％!
安否結果を集約します。
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２  の基本及び地区 等の  

 

 の基本 

 の は が る（ ）及び た の地 は た る（ ）

とい を 、防災 など地区の防災 動に に参 し、 、 所、

防災 等の防災 の 上や災害 の連絡 の 備、ルール をすすめる。 

２ 地区 の  

⑴ 常に災害に対する備 を 、 や所 し は 用する 等の安

を確 するとともに、地 発 にお る 等の に る被害を に

防 するため、 か 検 備に めるものとする。なお、安 の確 のため

の として、 56 の （ 基準）の や通 に

した の が る。 

⑵ 災害 に対する備 として、 な とも 上（ きれ ）の食料、

飲料水、 必 品等の備 、非常 し品の準備などの を実施する。 

 災害 には、 が協 し 合い、 の 、 の防 、 、

等に めるとともに、避難に た ては、避難行動要支援者 の支援を

行い、 かつ に行動する。 

  防災 等の防災 に参 協 するとともに、災害 には地区    

者と連 して 動が円滑に める 行動する。 

 その他、市及び 防災 機 の行 防災対策 動に協 する。 

 

 防災 の  

⑴ か 、災害 に する 所、避難所及び避難行動要支援者の 等を

し、地区内の防災に る方 の策定や防災 、防災 機 の 備 検を実施

する。 

⑵ の や 動内 を明確にしておき、 員の を するとともに、地

区 の参 、地区 者との連 の 等、地区 の防災 を 上さ る

を実施する。 

 災害 には、 の 集 、 、 、避難 、避難所の 及

び避難行動要支援者 の支援等を実施する。 
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 者の  

⑴ か 、その管理する施設及び設備の の確 、 員等の発災 の一斉

のため 上（ きれ ）の食料及び飲料水等の備 に める

ものとする。 

⑵ 、 等のために 機 の 備、 員の安否確認及び 員と

の連絡 の確 に めるものとする。 た、 員の防災 や防災 動に

する 等の な実施に めるものとする。 

 か め、対策の 者を定め、災害が発 した場合の 員のとる き行動

を明確にし、地区 及び 防災 と連 して、地区にお る防災 動に

む に めるもとする。 

 災害 には、行 、地区 及び 防災 と連 して、 の 集 、

、 、避難 及び 難者対策等を に行 に めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 計画策定のひとコマ

奈良地区災害対策本部の立ち
上げ訓練です。本番さながら
の緊張感です。

老若男女、みんなで応急処置の訓練です。

中学生を中心に、救援物資受
け入れ、配給の訓練です。
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 地区の 要 

 

  

 

地区は、 市 地と 地 の に 置し、上 、 、 、

、 方 の つの地 か な 、地区の を 、 をさすな 水 が

れ、さ に地区内を の用水 が れている。 な地 は、 の地名

の とい れる。 の の とつ す の 、 地が が 、水

に れた な大地と かな を している。 

 

２  

⑴  

  地区は２ 、 は を し市内 の２

を めている。 を ると （15 ）は ２ （ ）、

（15 上 65 ）は ２ （ ）、

（65 上）は （ ２ ） る。 

  地区は市 と 、 の 合が 、 に

の 合が ２ い（表、 30 4 1 （ 含む））。 た、

27 の は、5 （ 22 ）と 、 地区の は

２ した一方 、 上の 者 が も ている。 

 

 ⑵ 通 

   地区内には の る 407 、その 300 に 行し

て が 、 スの とな ている。 た、 地区か

地区を通 て 地区を が 方 の とな

てお 、 の が地区内の基 とな ている。さ に、かつては
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の 部 （ ）の （通 ） が 方 を ていたが

に とな 、 地の一部が として 用 されている。 

 

   

   な と な水 を 用した、 を とする が 、

に を として との を行 ている。 は の として に

が たが、 は を行 ている はいない。 た、

のきれいな き水を 用した も、 を としたお を す

る ど たが、 の も に な ている。そのため地区内の 要

としては が とな ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 計画策定のひとコマ

防災マップ作りの説明会。
その目的や作業手順を共有しました。

皆で歩いて現地を確認。
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 地区の被害想定 

 地  

地 被害想定 （ 24 25 ） 大の被害が 想されるのが、

地 （ ード 8.1） る。 の地 の

図を参照すると 地区内 は、 い 6 （一部地 ）となる。

23 3 11 に発 した 本大 災（市内 大 ） は、地区内の

に ２ の一部 が発 した とか 、 地 が発 した

場合、 の や 、電 、水 などのイン に な被害が る とが

される。 た、地区内には い も る とか 数の 被害が され

る。 

 

 

                                     

 

 

                                        

 

    図 

２ 水害 

 が大 に て 水し、 防が した場合、地区内 定される 水

は 0.5 とな ている。 

 が大 に て 水し、 防が した場合、地区内 の 定される 水

は 0 か 2 とな ている。 

が大 に て 水し、 防が した場合、一部の地

の 定される 水 は 0.5 とな ている。 

              

 た、 ２ 明に、 方 か 市 にか て発

した （ ス ール F ） は、地区内の に一部 が発 した。 

地 に 、 数 か 数 には、 も 常 が ると

れている。 れ 常 に る大 、 、 などが発 した場合には、

の や、 、電 、水 などのイン や 被害が 数 される。 
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 災害に い地区（ ）  

 

 基本方  

 災 の 災に る などの被害を にとどめるため、 防災 の

動及び 地区の に応 た災害対策を する。 た、 防災 の

に対しては、 に ての支援 を 、 と を るため災害に い地

区（ ） を する。 

 

２ 市災害対策本部と 地区災害対策本部及び 防災 の な  

 地区災害対策本部及び 防災 の と の  

⑴ 地区災害対策本部 

大 災害が発 したとき、一定の基準に基 き設置され災害 動を行 。 

  市災害対策本部と 防災 との に 、 のと とめ 動を

行 。 

 イ 防災 や避難所 の連絡 をするとともに、被害の大きいと に

集 な対応を行 など、 防災 の を た災害対応を行 。 
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⑵ 防災  

  防災 は、 や 動の 等に応 て する とが大 、円滑

な防災 動が行 る 、それ れ地 の を かした に めるも

のとする。  

イ 災害 に 防災 の対策本部を設置したときは、速やかに 地区災害対策

本部 する。 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

防災 長 
地区災害対策本部との連絡 や防災 等の計画 実

施、 内の の 備 

防災 長 防災 長の  

 

    

 
動内  

常  災害  

 防災知 の  

集、  

等の 等 

災害 の 集、  

地 の被害 の  

防災機 との 急連絡等 

 

 

用機 の管理 

等 

防 、 動 

防機 との協 等 

 応急 の知  

等 

者等の 動 

応急 等の 急 置等 

避難  避難 の確認 

所の確認 

避難 等 

避難場所等の安 確認 

所の表  

避難 等 

食 水  食料、飲料水等の備  

し、 水 等 

し等の 食 動 

食料、応急 の配 等 

避難所  避難場所の  

員の  

避難所の な  

避難者等の 、  

 

災
害
対
策
本
部 

 
 

地 

区 

防
災

長 

防
災

長 集  

長  

長 

長 
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 及び 対策 

⑴  

  大地震等が発生した場合は、 で 発 な が られ、 、建物の

による 害物な が なると、 は大きく 害される。 た、 風、

といった が ると 災の 大が される。 の を るた

め、 に い 、 とし 次の に に り 。 

  設 （ 、 設 等）の 及びその の  

  物（ 、 等）の の  

  等の  

  その他 

⑵ 対策 

  大地震発生 には、 災の 発、 の 、 の 等に

より、 の活動は の 災の場合より 大 に される。 

  民が で発生した 災に対し 活動を し、 災の 大を

とが 要で る。そのため の 水 な を し

、 活動を ・ に う。 

 

 災害 に する場 の  

 災害 に するため、「 風のとき 水し すい」、「 い 建物が く、大地震

の 、 災が発生し すい恐れの る」場 な の を う。 た、それら

を記 した 災 （ ）を し地区 で 共 する。 

⑴  

  （ ）、災害 に する場 、 水 な  

  災施設等の  

  の災害  

⑵  

  災 （ 30 ら １ での に 施） 

  熊谷市 災  
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２  災害に対する備  

 

 基本方  

 か 災害に対する な備 を行い、発災 の迅速かつ な対応を図る

と 被害を する。 

 

２ 防災知 の 及 発 

⑴ 及 発  

  防災 及び地区防災計画に する と。 

 イ 地 、 水害についての知 に する と。 

  にお る防災上の に する と。 

  地 発災 ２ にお る 動の 要 に する と。 

  食料等を 上（ きれ ）確 する との 要 に する

と。 

  の安 対策に する と（ 、 具の 定等） 

  の安 対策に する と。 

  その他防災に する と。 

⑵ 及 発方法 

  、 の配  

 イ 、 等の  

  ル等の  

  地区防災 の  

  その他 

 実施  

  防災 や他の し に るなどして 実施する。 

 

 災害に備 た の  

 員 、地 災害等を想定して、 が の安 対策や避難の方法 急連絡

等の めなどの し合いを行 。 た、非常 し品等の防災用具の 検、

を 実施する。 
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 防災 の実施 

 大地 等の災害発 に備 て、 の 集 、 、 、避難

及び避難行動要支援者 の支援等が迅速に行 る 、防災 を実施する。 

⑴ 防災 が 行 な防災 （ ） 

  避難  

 イ  

  し  

  集  

  図上 （DIG、HUG、 ール イ） 

   

  災害 安否確認  

  その他必要な  

⑵ 地区災害対策本部（ ） たは 防災 等が合 行 合防災  

（ ） 

  避難  

 イ  

  応急  

   

  送  

 し  

  避難所 設 （ 安 確認、 、部 、避難所ルール等） 

  援 配  

  防災 機 用 （ 設トイ 等） 

  集 （ の 用含む） 

 の 上

  CERT（ 市 ト ー 送）  

 ス 図上 （DIG、HUG、 ール イ） 

  災害 安否確認  

  その他必要な  

 実施計画書 

  の実施に しては、その 、 要 等を明 かにした 実施計画書を

する。 

 の 及び 数 

  必要に応 て 行 ものとする。 
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 防災 機 等の備 検及び管理 

 防災 の防災 機 等の備 検及び管理に しては、市の 等を 用

し のとお 行 。 

⑴ 防災 機 等の備 検 

  具 用具や 集 用具などを備 する。 

  に た ては、 防災 の用具が ない を図る。 た、防災

や し などの機 を通 て 検を行 。 

⑵ 防災 機 ストの管理 

防災 は、備 ている 機 の ストを し管理する。 た、 の ス

トを する とに 、災害対応 に が た 機 を 防災 通

するなど、 協 が きる にする。 

 避難行動要支援者の 、避難支援  

 防災 及び は、大地 等の災害発 に避難行動要支援者など の支援

動を行 ために、 か 地区の の や 動に 、

災害 に備 る。 

⑴ 別計画書の  

  市が いる 別計画書の に協 するものとする。 

⑵ 避難 、 方法等の検討 

  避難行動要支援者に対する支援について検討し、 等に する めるも

のとする。 
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第１章 奈良地区の災害対策活動 

１ 奈良地区災害対策本部の設置及び解散 

 下記の場合には、熊谷市立奈良小学校又は奈良公民館に奈良地区災害対策本部（以

下「本部」という。）を設置する。ただし、建物の被災等により設置できない場合は、

その他の公共施設に本部長の判断により移設する。 

 本部を設置した場合には、熊谷市災害対策本部（以下「市災対本部」という。）にそ

の旨を連絡する。 

【設置基準】 

⑴ 熊谷市で震度 6弱以上の地震が観測されたとき。 

⑵ 風水害等により、地区に甚大な被害が想定されるとき。 

 奈良地区災害対策本部長（以下「本部長」という。）が必要と認めるとき。 

 

次の場合には市災対本部と協議の上、本部を解散する。 

【解散基準】 

⑴ 地震、風水害等による災害発生の恐れがなくなったとき。 

⑵ 発生した災害・応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

 本部長が解散すべきと判断したとき。 

 

〈 〉
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２ 本部員の参集 

 災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、設置基準を確知した本部員は速やか

に参集する。ただし、地区に甚大な被害が想定される場合及び本部長が必要と認める

ときは、本部長が市災対本部と協議の上、本部員等を動員する。なお、連絡方法とし

てはメールの一斉送信などを検討する。なお、名簿については、別途管理する。 

 

 

〈 〉              内は本部員 

    

 

 

本部準備備品 

 

□机必要数（借用可）□椅子必要数（借用可）□非常用通信機器 

□非常用発電機 □非常用照明器具 □ホワイトボード（借用可） 

□文房具一式  □管内図     □地区防災計画書 

□避難所配置図 □安否確認表   □避難行動要支援者名簿 

□食料及飲料水 □防災ベスト   □拡声器（メガホン含む） 

□CERT用品  □その他必要なもの 
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 災害 常 （ ）の 動内  

 な 動は のとお とする。 

本部及び  
動内  

災害  常 （ ） 

本部 
地区の / 動方 定

/避難場所との連  

防災 動（防災 等）の方

 

 
本部 との連絡  動計画の /防災 の

 

 
地区の 集 発信/避難場所

との /市の の  

防災知 の 及 発  

 
被災者、 者、災害 要支援

者の 援  

災害 要支援者の と支援

 

 
動/防 も た安

ト ール 

器具の 備 検/ 等の実

施 

避難  
地区内の 、避難 動 避難 の 検/ 所等の

検 /  

 
援 の れ、配  援 の れ等 /防災

備品の 備 検 

食料  
き し/食料  器具の 備 検/ き し等

の実施 

 
トイ 、 の 管理 

 

設トイ 等 の実施 

 

 

 
 

急対応 ー の 等 
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 の 集  

 被害 安否 等を 確かつ迅速に し、 な防災 応急 置を行 ため、

の 集 を のとお 行 。 

⑴ 集の方法 

  、 、防災行 、メール配信 ー ス メル 、

、イン ー ト、 等 行 。 

⑵ の方法 

メール、 電 、FAX、 、 等に を行 。 に

た ては、 明 が 、 いつ、ど 、だれが、なにを、どの に

の要 を行 。大地 発 の対応として、 が な場合は、

ル（その他 ルも可）を か る や 等に ても い、

連絡 に を行 を する（ に実施した災害 安

否確認 は、その が実 された。）。 

 

      （ ）

 

 

、イン ー ト、 、 電 等に る 部 の 集 

  メール配信 ー ス メル 、防災行 等に る の 集

災、 者、 の 、 通 害等について 

  場所（ ）、 （ がどの な 発 しているかなど） 

 に 安否確認を行 （ に避難行動要支援者に配 する）

、イン ー ト、 、 電 等に る 部 の 集

  メール配信 ー ス メル 、防災行 等に る の 集

災、 者、 の 、 通 害等について

  場所（ ）、 （ がどの な 発 しているかなど）

に 安否確認を行 （ に避難行動要支援者に配 する）
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・災害 による応 の要 （場 、 等） 

  ・ 民 らの に した の と連絡 

 

・被害甚大地区 の な を る 

（被害 災害応急対策の 施 等） 

 ・必要な を な で （ 、 、 等） 

 ・必要な を する 

（被害 災害応急対策の 施 等） 

・ 等の 急  

・ 、 、 ・ な の協 ・応 の び  

・被害 、 ・ の 、第 の 設 、 の対

応 、 ・ 水 生活必 に する 、 の し、 （

、 等活 ） 

・災害 による応 の要 （場 、 等）

  ・ 民 らの に した の と連絡

・被害甚大地区 の な を る

（被害 災害応急対策の 施 等）

・必要な を な で （ 、 、 等）

・必要な を する

（被害 災害応急対策の 施 等）

・ 等の 急

・ 、 、 ・ な の協 ・応 の び

・被害 、 ・ の 、第 の 設 、 の対

応 、 ・ 水 生活必 に する 、 の し、 （

、 等活 ）
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２  応急対策 動 

 基本方  

⑴ 災害発 の対応 

地 水害の発災 は、 の 動を とする。 た、本部

は市が 害 （がれき）の集 場所を設置したときは、地区 等 の 知 を

図る。 

 地区 及び 者は、 通 に しなが のがれき を

行 。 

イ 本部は、連絡 等に 集 場所を する。 

 避難行動要支援者など に るがれき が 難な者 は地区 の協 

のもと支援 動に む ととする。 

 その他、市地 防災計画 害 計画に基 き行 。 

⑵ （ ）発 の対応 

2 明に市内を通 する２本の が発 し、 者や

の 、 、一部 、 施設等に の被害が発 した とか 、 な

応急対策を行 ととする。 

害発 の対応 

  ２ ２ の大 等の 施設に被害を た とか 別途、

基本方 等を定め応急対策に む。 

 ルー ート、 の の配  

  本部は、市と協議の上、被害を た者 ルー ート、 の の配 を行

 

２ 動 

 災 、 においては、地区 及び 防災 等は、 発 に

動を行 とともに、 防機 に協 する。なお、 災に しては が に 要

になるため、 防災 等は に対して、 の の など 防 のための

置を る に びか るとともに、 災が発 した場合は、 器、水 等

を 用し、 所が に協 して 動に める。 
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 送 

⑴ 動 

  の 、 等に 動を必要とする者が たときは、

通 するとともに、 に 動を行 。 の場合、 場 の者

は、 動に に協 する。  

⑵ 動等の  

  災害に するとともに、 ー ーの のもと安 一に行 。 

 イ の を たときは に を し は する。 

  動は、 置（ト ー ）を必要とする者を して行

。 

  の が 災 場 とそれ の場所に た場合は、 災 場

の を して実施する。 

 

（ 通の場合は他の連絡 （ 等）に る） 

器 水 等に る  

ー ーの に る 動 

の 器に る 動 

ー等に る 動 

場所、 等 

を とめて、市災対本部 連絡する 

必要に応 て、他の 防災 応援を  

（ 通の場合は他の連絡 （ 等）に る）

器 水 等に る

ー ーの に る 動

の 器に る 動

ー等に る 動

場所、 等

を とめて、市災対本部 連絡する

必要に応 て、他の 防災 応援を
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 所（ ）が 設されたときの対応 

  防災 は、 者の応急 を行い、 ーや ルー ート、

などに る応急 、椅子等を 用して 所（ ）に 送する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 通の場合は他の連絡 （ 等）に る） 

等は、長 、長 ボン、 ルメ ト、 、 ル、 電 等 

の 機 に る （ ール、 、 、の 等） 

者の 、 送 

応急 置（ ー とAED、 、 部 の 定など） 

ー ーの に る 動 

必要な 員の確  

 機 の 用 

 CERT の  

 害 （がれき）の  

場所、 等 

（ 通の場合は他の連絡 （ 等）に る）

等は、長 、長 ボン、 ルメ ト、 、 ル、 電 等

の 機 に る （ ール、 、 、の 等）

者の 、 送

応急 置（ ー とAED、 、 部 の 定など）

場所、 等

ー ーの に る 動

必要な 員の確

機 の 用

CERT の

害 （がれき）の
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 避難  

 災害の発 、 は発 の れが るなど、避難の必要が ると認めるときは、 に

避難を行 。 

⑴ 避難 の  

  本部長、 防災 長は、市か 避難 、避難 が発 されるなど、避難に

する を た場合には、必要に応 て避難 の を行 。 

⑵ 避難  

  避難 は、 防災 長か 避難 の を たときは、 を一 避

難場所 は 一避難所 する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災の拡大、 の 等の被害発 の が る場合 

防災行 、 や の などか

避難 避難の たは の内 等 

や 防災 が 定している一 避難場所の 知 

ガス の 、電 ー ーの  

品は、食料、 、 用品、 、 品等 

は、長 、長 ボン、 ルメ ト、 、 ル、 電 等 

の には連絡メ を す等

避難行動要支援者の に支援が必要な に対して に声をか 、必要に

応 て支援する（ 椅子、 ー、 の 用） 

避難 を に、避難 を確 し、数 か 数 避難する 

 数を確認し、行方 明者がいれ のない 安否の確認 

災の拡大、 の 等の被害発 の が る場合

防災行 、 や の などか

避難 避難の たは の内 等

や 防災 が 定している一 避難場所の 知

ガス の 、電 ー ーの

品は、食料、 、 用品、 、 品等

は、長 、長 ボン、 ルメ ト、 、 ル、 電 等

の には連絡メ を す等

避難行動要支援者の に支援が必要な に対して に声をか 、必要に

応 て支援する（ 椅子、 ー、 の 用）

避難 を に、避難 を確 し、数 か 数 避難する

数を確認し、行方 明者がいれ のない 安否の確認
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 害対策 

 26 ２ の大 （ 大 ２ ） は、市内 地 通機 の や

ー ート 施設の とい た被害が発 した。本部は、 の２ に たる大

を に、 な応急対策に めるものとする。 

⑴ 基本方  

  は として 地所 者等が行 もの るが、 常な に 地所

者の対応が 難なときは、地区 の協 を て、必要な支援に める ととする。 

⑵ 集  

本部は 常な が された場合は、市災対本部と協議の上、地区 及び

者に対し、 を行 。その他、 応急対策 地区災害対策

集 に る方法とする。 

 地区 の 対応 

  地区 及び 者は、 の の に めるとともに の 通

の にも協 する。 

災や などの 、 の の を 、 数のルートか 避難 を

 

避難者がは れない 、の 、 電 、避難 、 ー 、 等 用 

者、 害者などの避難行動要支援者は に配置 

数が ているか確認し、 明者は して

 

災や などの 、 の の を 、 数のルートか 避難 を

避難者がは れない 、の 、 電 、避難 、 ー 、 等 用

者、 害者などの避難行動要支援者は に配置

数が ているか確認し、 明者は して
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 置場の確  

  本部は地区 のとお 知 を図る。 

  市が 置場を設置したときは、連絡 等に する。 

 イ 水 等 しない びか る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、イン ー ト、 、 電 等に る 部 の 集 

  メール配信 ー ス メル 、防災行 等に る の 集

設備（ ー ート）の 、 通 害等について 

  場所（ ）、 （ がどの な 発 しているかなど） 

  か の や に 集した の 理と連絡 

（被害 や 害対策の実施 、市か の協 要 等） 

（被害 や 害対策の実施 、市か の協 要 等） 

の を行  

は の通 を に行  

置場の 知 を図る 

や水 等に しない びか る 

  か の や に 集した の 理と連絡

（被害 や 害対策の実施 、市か の協 要 等）

（被害 や 害対策の実施 、市か の協 要 等）

の を行

は の通 を に行

置場の 知 を図る

や水 等に しない びか る

、イン ー ト、 、 電 等に る 部 の 集

  メール配信 ー ス メル 、防災行 等に る の 集

設備（ ー ート）の 、 通 害等について

  場所（ ）、 （ がどの な 発 しているかなど）
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 避難所  

 本部は避難所が 設されたときは、避難所 員 を し避難所 を行 。

た、 が避難所に 定されたときは、施設管理者 る と連 を図 なが

避難所 に めるものとする。 

 に の災害発 に、本部 が きる の を要する とが 想さ

れるため、 員 との協 は 可 る。 

 

 避難者の 支援 

 本部は 一避難所等か 避難者の 集を行い、必要に応 て、避難所

員 及び市災対本部と協 して 避難者 の支援を行 。 

 

 ボ ン 支援要  

 本部は市災対本部及び市ボ ン ン ーと連絡 を行い、必要に応 て、

災害 にお るボ ン 支援を要 する。  

⑴ ボ ン  

  （ 、 、 、 、 、 等） 

 イ （ 通 、 ） 

   

  （ 、 計 、 ン ー等） 

  その他 知 や を必要とする  

⑵ 支援ボ ン  

  援 の 理、 、配  

 イ 一避難所の  

  所の  

   

  避難行動要支援者 の支援 

   

  その他 のない  
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 計画の  

の計画は、 検討を 、必要が るときは れを する。 た、 な

を きる 、計画の検討 には、 、避難行動要支援者、支援 、

地 等の参画を する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の （ し）基本方  

計画内 に を については、 地区防災計画検討 員 協

議し する。 

計画内 に のない （ 、 や法 等の 用 文）について

は、 員長等の を て し、 地区防災計画検討 員 す

る。 
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◆ 計画策定の「あゆみ」 

月 日 内 容 備 考 

平成２９年５月３０日（水） 
（緑化センター） 

市民協働「熊谷の力」事業の
募集説明会 

市から事業説明・募集あり 

平成２９年７月５日（水） 
（奈良公民館） 

地区防災計画策定事業への参
画を協議 

地区２４団体で検討委員会を
結成、エントリー決定 

平成２９年９月２９日（金） 
（江南公民館） 

市民協働「熊谷の力」事業 
プレゼンテーション 

市への事業計画の提案、採択 

平成３０年４月 
地区防災計画策定マニュアル
の作成 

本編、マップ編、安否確認編
を作成 

平成３０年４月２０日（金） 
（市長応接） 

市民協働「熊谷の力」事業の
協定書の締結 

５月１日、補助金交付決定（補
助額４０万円）書を受領 

平成３０年５月６日（日） 
（奈良公民館） 

第１回 事務局会議 
事業計画、年間スケジュール
の検討 

平成３０年５月２０日（日） 
（奈良公民館） 

第１回 防災計画検討委員会 
事業計画、年間スケジュール、
防災マップの検討。 

平成３０年６月１０日 
～８月１８日 

防災マップづくり説明会、現
地調査 

支部ごとに説明会、現地調査
（３０回） 

平成３０年７月１日（日） 事業計画の回覧板を発行 全戸回覧 

平成３０年７月１７日（火） 
（奈良公民館） 

第２回 防災計画検討委員会 
安否確認訓練、対策本部と自
主防災組織の役割を検討 

平成３０年７月２２日（日） 
（上奈良） 

安否確認タオルの準備作業 依頼文・袋詰め 

平成３０年８月２５日（土） 
奈良全地区 

災害時安否確認訓練 
市総合防災訓練に参加 

アマチュア無線で市総合防災
訓練会場へ報告 

平成３０年１０月１８日（木）
（奈良公民館） 

第３回 防災計画検討委員会 
合同防災訓練、防災資機材の
確認、一時避難場所の確認 

平成３０年１０月３０日（火）
（奈良公民館） 

合同防災訓練説明会 訓練マニュアルの説明 

平成３０年１１月９日（金）
（奈良小学校） 

合同防災訓練（奈良小・中、
自治会、自主防災会ほか） 

災対本部設置、避難所開設、
情報収集、救護、物資受入、
資機材使用等の実地訓練 

平成３０年１２月２４日（月）
（奈良公民館） 

第４回 防災計画検討委員会 
地区防災計画案（案）、防災マ
ップ、資料編（案）の承認 

平成３１年２月 20日（水） 奈良地区防災計画の市長提出  

平成３１年２月～３月 市防災計画の承認を経て、全戸配付 

平成３１年３月１６日（予定） 
（奈良公民館） 

第５回 防災計画検討委員会 実績報告書の提出 

※ 期間中、事務局会議、打合せを平成２９年度６回、３０年度で２４回、実施している。 

 

 

 

 

 

奈良地区防災計画  
～自分たちの地域は自分たちで守る～ 

 

平成３１年２月 

発行／奈良地区防災計画検討委員会 

印刷／株式会社 ピーアイピー 
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